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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式（１）
　　　Ｚ－（Ｏ－［（ＡＯ）a－（ＧＬ）b］－Ｒ）n　　　（１）
（式中、Ｚは２価又は３価の炭素数２～６アルコールの構造式から全ての水酸基を除いた
基であり、ｎは２～５の整数である。ｎ個のＲは、同一又は異なって、炭素数１～４の炭
化水素基又は水酸基である。ＡＯはオキシブチレン単位であり、ａは前記オキシブチレン
単位の平均付加モル数である。ＧＬはグリセリン単位であり、ｂは前記グリセリン単位の
平均付加モル数である。前記ａ、ｂ、ｎは１０≦ｎ×ａ≦５０、５≦ｎ×ｂ≦２０を満た
し、式（１）で表される化合物を構成する（ＡＯ）aと（ＧＬ）bの合計重量に対する（Ｇ
Ｌ）bの割合は２０～５０重量％である）
で表されるポリグリセリン誘導体。
【請求項２】
　式（１）中の［（ＡＯ）a－（ＧＬ）b］が、（ＡＯ）aと（ＧＬ）bのブロック共重合構
造であり、且つ（ＡＯ）aがＺ側に結合している、請求項１に記載のポリグリセリン誘導
体。
【請求項３】
　式（１）中のＺが、エチレングリコール又はグリセリンの構造式から全ての水酸基を除
いた基である請求項１又は２に記載のポリグリセリン誘導体。
【請求項４】
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　請求項１～３の何れか１項に記載のポリグリセリン誘導体を含む肌荒れ改善剤。
【請求項５】
　請求項１～３の何れか１項に記載のポリグリセリン誘導体を含む化粧品の使用感触向上
剤。
【請求項６】
　請求項１～３の何れか１項に記載のポリグリセリン誘導体を含有する皮膚外用剤。
【請求項７】
　ポリグリセリン誘導体の含有量が０．０１～７０重量％である請求項６に記載の皮膚外
用剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規の両親媒性高分子化合物、及びこれを含有する皮膚外用剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化粧水、乳液、クリーム等の皮膚外用剤には、保湿性を向上し、肌荒れ改善効果を付与
する成分として、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、ジプロピレングリコール等
が添加されている。しかし、十分な保湿効果、肌荒れ改善効果を得るためには、多量に配
合する必要があり、その結果、油性基剤と相分離したり、べたつきが生じて使用感触が悪
化したり、皮膚に適用した際に皮脂によってはじかれ易くなり、皮膚への浸透力が低下す
る等の問題があった。
【０００３】
　上記問題を解決する方法として、特許文献１には、界面活性剤として機能する特定のブ
ロック型Ｃ3-4アルキレンオキシド／エチレンオキシド－ダイマージオールエーテルを使
用することが記載されている。しかし、未だ満足できる程度の保湿効果と肌荒れ改善効果
は得られなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００９／０１４２１１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、本発明の目的は、皮膚外用剤に添加することにより、分散安定性、良好な使用
感触、優れた保湿性、及び肌荒れ改善効果を付与することができるポリグリセリン誘導体
を提供することにある。
　本発明の他の目的は、前記ポリグリセリン誘導体を含有する皮膚外用剤を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は上記課題を解決するため鋭意検討した結果、下記式（１）で表されるポリグ
リセリン誘導体は、安全性に優れ、皮膚外用剤に添加することにより、良好な使用感触（
具体的には展延性に優れ、べたつきがなく、みずみずしい使用感触）、優れた保湿性、及
び肌荒れ改善効果を付与することができることを見いだした。また、下記式（１）で表さ
れるポリグリセリン誘導体は界面活性能を有するため、皮膚外用剤に添加することにより
、油性基剤を安定的に分散する効果や、皮膚への浸透力を向上する効果も得られることを
見いだした。本発明はこれらの知見に基づいて完成させたものである。
【０００７】
　すなわち、本発明は、下記式（１）
　　　Ｚ－（Ｏ－［（ＡＯ）a－（ＧＬ）b］－Ｒ）n　　　（１）
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（式中、Ｚはポリオールの構造式からｎ個の水酸基を除いた基であり、ｎは２～５の整数
である。ｎ個のＲは、同一又は異なって、炭素数１～４の炭化水素基又は水酸基である。
ＡＯは炭素数３～４のオキシアルキレン単位であり、ａは前記オキシアルキレン単位の平
均付加モル数である。ＧＬはグリセリン単位であり、ｂは前記グリセリン単位の平均付加
モル数である。前記ａ、ｂ、ｎは１≦ｎ×ａ≦１５０、１≦ｎ×ｂ≦１５０を満たし、式
（１）で表される化合物を構成する（ＡＯ）aと（ＧＬ）bの合計重量に対する（ＧＬ）b

の割合は１０～９９重量％である）
で表されるポリグリセリン誘導体を提供する。
【０００８】
　本発明は、また、式（１）中のＡＯが、オキシブチレン単位である前記のポリグリセリ
ン誘導体を提供する。
【０００９】
　本発明は、また、式（１）中のＺが、炭素数２～６のポリオールの構造式からｎ個の水
酸基を除いた基である前記のポリグリセリン誘導体を提供する。
【００１０】
　本発明は、また、肌荒れ改善剤として使用する前記のポリグリセリン誘導体を提供する
。
【００１１】
　本発明は、また、化粧品の使用感触向上剤として使用する前記のポリグリセリン誘導体
を提供する。
【００１２】
　本発明は、また、前記のポリグリセリン誘導体を含有する皮膚外用剤を提供する。
【００１３】
　本発明は、また、ポリグリセリン誘導体の含有量が０．０１～７０重量％である前記の
皮膚外用剤を提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のポリグリセリン誘導体は、安全性に優れ、皮膚外用剤に添加することにより、
良好な使用感触（具体的には展延性に優れ、べたつきがなく、みずみずしい使用感触）と
、優れた保湿性、及び肌荒れ改善効果を付与することができる。また、油性基剤を安定的
に分散する効果や、皮膚への浸透力を向上する効果も付与することができる。従って、本
発明のポリグリセリン誘導体は、皮膚外用剤の添加剤（例えば、保湿剤、化粧品の使用感
触向上剤、肌荒れ改善剤等）として好適に使用することができる。そして、本発明のポリ
グリセリン誘導体を含有する皮膚外用剤は、良好な使用感触と、優れた保湿性、及び肌荒
れ改善効果を有する。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　［ポリグリセリン誘導体］
　本発明のポリグリセリン誘導体は、下記式（１）で表される。式（１）中、Ｚはポリオ
ールの構造式からｎ個の水酸基を除いた基であり、ｎは２～５の整数である。ｎ個のＲは
、同一又は異なって、炭素数１～４の炭化水素基又は水酸基である。ＡＯは炭素数３～４
のオキシアルキレン単位であり、ａは前記オキシアルキレン単位の平均付加モル数である
。ＧＬはグリセリン単位であり、ｂは前記グリセリン単位の平均付加モル数である。前記
ａ、ｂ、ｎは１≦ｎ×ａ≦１５０、１≦ｎ×ｂ≦１５０を満たし、式（１）で表される化
合物を構成する（ＡＯ）aと（ＧＬ）bの合計重量に対する（ＧＬ）bの割合は１０～９９
重量％である。
　　　Ｚ－（Ｏ－［（ＡＯ）a－（ＧＬ）b］－Ｒ）n　　　（１）
【００１６】
　Ｚはポリオール（Ｚ－（ＯＨ）n：Ｚ、ｎは前記に同じ）の構造式からｎ個の水酸基を
除いた基であり、ｎは２～５の整数である。前記ポリオールとしては、例えば、グリセリ
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ン、ジグリセリン、ポリグリセリン、マルチトール、ソルビトール、エチレングリコール
、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、ポリ
エチレングリコール等を挙げることができる。
【００１７】
　本発明においては、なかでも、安全性に優れる点で、エチレングリコール、グリセリン
等の炭素数２～６のポリオール（特に、２価又は３価のアルコール）の構造式からｎ個（
特に、２個又は３個）の水酸基を除いた基が好ましい。
【００１８】
　すなわち、Ｚは、炭化水素の構造式又は２個以上の炭化水素が酸素原子を介して結合し
た構造式からｎ個の水素原子を除いた基であり、なかでも炭素数２～６の炭化水素の構造
式又は２個以上の炭化水素が酸素原子を介して結合した炭素数２～６の構造式からｎ個（
特に、２個又は３個）の水素原子を除いた基が好ましい。前記炭化水素としては、飽和炭
化水素が好ましく、特に好ましくは直鎖状又は分岐鎖状アルカンである。また、前記炭化
水素基は置換基を１種又は２種以上有していてもよく、前記置換基としては、例えば、ハ
ロゲン原子、オキソ基、水酸基、カルボキシル基、カルバモイル基、シアノ基、ニトロ基
、アミノ基、スルホ基等を挙げることができる。
【００１９】
　ｎ個のＲは、同一又は異なって、炭素数１～４の炭化水素基又は水酸基である。前記炭
化水素基としては、例えば、メチル、エチル、ｎ－プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル
、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチル基等を挙げることができ、なかでも水溶性を保持す
る観点で、メチル基又はエチル基が好ましい。Ｒが炭素数５以上の炭化水素基である場合
は、保湿効果が得られにくくなる傾向がある。
【００２０】
　（ＡＯ）は炭素数３～４のオキシアルキレン単位である。前記炭素数３～４のオキシア
ルキレン単位を構成する炭素数３～４のオキシアルキレンとしては、例えば、オキシプロ
ピレン、オキシブチレン、オキシイソブチレン、オキシｔ－ブチレン等を挙げることがで
きる。本発明においては、なかでも、水分蒸散量を低減させる観点において、オキシプロ
ピレン又はオキシブチレンが好ましく、特に好ましくはオキシブチレンである。
【００２１】
　（ＧＬ）はグリセリン単位であり、下記式（２）及び（３）で示される何れの構造を有
していてもよい。
　　　－ＣＨ2－ＣＨＯＨ－ＣＨ2Ｏ－　　　　　　　　（２）
　　　－ＣＨ（ＣＨ2ＯＨ）ＣＨ2Ｏ－　　　　　　　　（３）
【００２２】
　式（１）中の［（ＡＯ）a－（ＧＬ）b］は、（ＡＯ）と（ＧＬ）の共重合構造であり、
前記共重合構造を形成する（ＡＯ）と（ＧＬ）の共重合方法（若しくは、結合方法）とし
ては、交互共重合、ランダム共重合、ブロック共重合、グラフト共重合等を挙げることが
できる。本発明においては、なかでも、優れた界面活性能を発揮することができる点でブ
ロック共重合が好ましい。すなわち、式（１）中の［（ＡＯ）a－（ＧＬ）b］は、（ＡＯ
）aと（ＧＬ）bのブロック共重合構造を有することが好ましく、とりわけ、（ＡＯ）aと
（ＧＬ）bのブロック共重合構造を有し、且つ前記ブロック共重合構造のうち（ＡＯ）aが
Ｚ側に結合していることが好ましい。
【００２３】
　前記ａ、ｎは１≦ｎ×ａ≦１５０の式を満たすものであり、好ましくは２≦ｎ×ａ≦７
０、特に好ましくは２≦ｎ×ａ≦５０、最も好ましくは１０≦ｎ×ａ≦４０である。（ｎ
×ａ）が上記範囲を下回ると、使用感触が低下する傾向があり、一方、（ｎ×ａ）が上記
範囲を上回ると、保湿効果が得られにくくなる傾向がある。
【００２４】
　前記ｂ、ｎは１≦ｎ×ｂ≦１５０の式を満たすものであり、好ましくは５≦ｎ×ｂ≦１
２０、特に好ましくは７≦ｎ×ｂ≦１００、最も好ましくは７≦ｎ×ｂ≦２０、とりわけ
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好ましくは１０≦ｎ×ｂ≦２０である。（ｎ×ｂ）が上記範囲を下回ると、保湿効果や肌
荒れ改善効果が得られにくくなる傾向があり、さらに界面活性能が低下する傾向がある。
一方、（ｎ×ｂ）が上記範囲を上回ると、べたつき感が生じる傾向がある。
【００２５】
　また、式（１）で表されるポリグリセリン誘導体（若しくは、前記［（ＡＯ）a－（Ｇ
Ｌ）b］で表される（ＡＯ）aと（ＧＬ）bのブロック共重合構造）を構成する（ＡＯ）aと
（ＧＬ）bの合計重量に対する（ＧＬ）bの重量の占める割合［＝（ＧＬ）b／［（ＡＯ）a

＋（ＧＬ）b］×１００］は１０～９９重量％であり、好ましくは２０～７０重量％、特
に好ましくは２０～５０重量％、最も好ましくは２０～４５重量％である。（ＡＯ）aと
（ＧＬ）bを上記範囲で含有すると、保湿する効果と皮膚感触に優れる。一方、（ＧＬ）b

の割合が上記範囲を下回ると、保湿効果が得られにくくなる傾向がある。また、（ＡＯ）

aの割合が上記範囲を下回ると、皮膚感触が悪化する傾向がある。
【００２６】
　式（１）で表されるポリグリセリン誘導体は、例えば、ポリオール（Ｚ－（ＯＨ）n）
に、炭素数３～４のアルキレンオキシド（例えば、プロピレンオキシド、ブチレンオキシ
ド等）を付加重合させ、その後、更にグリシドールを付加重合させることによって製造す
ることができる。
【００２７】
　本発明のポリグリセリン誘導体は、安全性に優れ、皮膚外用剤に添加することにより、
良好な使用感触（具体的には展延性に優れ、べたつきがなく、みずみずしい使用感触）と
、優れた保湿性、及び肌荒れ改善効果を付与することができる。また、油性基剤を安定的
に分散する効果や、皮膚への浸透力を向上する効果も付与することができる。
【００２８】
　このため、本発明のポリグリセリン誘導体は、皮膚外用剤の添加剤（特に、保湿剤、使
用感触向上剤、肌荒れ改善剤等）として有用である。
【００２９】
　［皮膚外用剤］
　本発明の皮膚外用剤は、上記ポリグリセリン誘導体を含有することを特徴とする。本発
明の皮膚外用剤としては、上記ポリグリセリン誘導体によって付与される効果が求められ
る、皮膚（特に、表皮若しくは肌）に適用する組成物であれば特に制限が無く、例えば、
化粧水、乳液、クリーム等の化粧品や医薬部外品などが挙げられる。本発明の皮膚外用剤
は上記ポリグリセリン誘導体を含有するため、良好な使用感触と、優れた保湿性、及び肌
荒れ改善効果を有する。
【００３０】
　本発明の皮膚外用剤における上記ポリグリセリン誘導体の含有量は、皮膚外用剤全量の
、例えば０．０１～７０重量％、好ましくは０．１～２０重量％、特に好ましくは０．１
～５重量％である。ポリグリセリン誘導体の含有量が上記範囲を下回ると、本発明の効果
が得られにくくなる傾向がある。一方、ポリグリセリン誘導体の含有量が上記範囲を上回
ると、べたつきが生じ、使用感触が低下する場合がある。
【００３１】
　本発明の皮膚外用剤には、上記ポリグリセリン誘導体の他、通常の皮膚外用剤に用いら
れる他の成分（例えば、保湿剤、粉末成分、油剤、界面活性剤、水溶性高分子化合物、増
粘剤、紫外線吸収剤、低級アルコール、多価アルコール、単糖、オリゴ糖、アミノ酸、ア
ミノ酸誘導体、有機アミン、キレート剤、酸化防止助剤、防腐剤、美白剤、血行促進剤、
各種抽出物、賦活剤、抗脂漏剤、香料、色素等）を１種又は２種以上配合することができ
る。
【００３２】
　他の成分の含有量は、本発明の皮膚外用剤全量の、例えば２０重量％以下、好ましくは
１５重量％以下、特に好ましくは１３重量％以下、最も好ましくは１０重量％以下である
。尚、他の成分の含有量の下限はゼロである。
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【００３３】
　前記保湿剤としては、例えば、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプ
ロピレングリコール、グリセリン、１，３－ブチレングリコール等が挙げられる。
【００３４】
　前記粉末成分としては、例えば、タルク、カオリン、バーミキュライト、炭酸マグネシ
ウム、炭酸カルシウム、ケイ酸アルミニウム、シリカ、ゼオライト、硫酸バリウム、ヒド
ロキシアパタイト等の無機粉末；ポリアミド粉末、ポリエチレン粉末、ポリメタクリル酸
メチル粉末、セルロース粉末等の有機粉末；無機顔料、有機顔料、天然色素等が挙げられ
る。
【００３５】
　前記油剤としては、例えば、オリーブ油、ホホバ油、アボガド油、ツバキ油、紅花油、
タートル油、マカデミアナッツ油、トウモロコシ油、ミンク油、菜種油、卵黄油、ゴマ油
、パーシック油、小麦胚芽油、サザンカ油、ヒマシ油、アマニ油、サフラワー油、綿実油
、エノ油、大豆油、落花生油、茶実油、カヤ油、コメヌカ油、シナギリ油、日本キリ油、
胚芽油、トリグリセリン等の液体油脂；カカオ脂、ヤシ油、硬化ヤシ油、パーム油、パー
ム核油、硬化ヒマシ油、馬脂、牛脂、羊脂、豚脂、モクロウ等の固体油脂；ミツロウ、カ
ンデリラロウ、カルナウバロウ、ラノリン等のロウ類；流動パラフィン、スクワラン、ス
クワレン、プリスタン、パラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロクリスタリンワック
ス等の炭化水素油；ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン
酸、トール酸、イソステアリン酸、リノール酸、リノレイン酸、エイコサペンタエン酸、
ドコサヘキサエン酸等の高級脂肪酸；ラウリルアルコール、セチルアルコール、ベヘニル
アルコール、ミリスチルアルコール、オレイルアルコール、ステアリルアルコール、イソ
ステアリルアルコール等の高級アルコール；オクタン酸セチル、ラウリン酸ヘキシル、ミ
リスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸ミリスチル、パルミチン酸イソプロピル、ステア
リン酸ブチル、１２－ヒドロキシステアリン酸コレステリル、オレイン酸デシル、ジカプ
リン酸ネオペンチルグリコール、トリオクタン酸グリセリン、トリイソパルミチン酸グリ
セリン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、ミリスチン酸２－ヘキシルデシ
ル、パルミチン酸２－ヘキシルデシル、アジピン酸２－ヘキシルデシル、セバシン酸ジイ
ソプロピル等のエステル油；ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、
ジフェニルポリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペ
ンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン、シリコーンゴム、ポリエーテル
変性ポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等のシリコーン油などが挙げられる。
【００３６】
　前記界面活性剤としては、例えば、脂肪酸セッケン、高級アルキル硫酸エステル塩、ア
ルキルエーテル硫酸エステル塩、高級脂肪酸アミドスルホン酸塩、リン酸エステル塩、ス
ルホコハク酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、高級脂肪酸エステル硫酸エステル塩、
Ｎ－アシルグルタミン酸塩、硫酸化油、ＰＯＥ－アルキルエーテルカルボン酸、ＰＯＥ－
アルキルアリルエーテルカルボン酸塩、α－オレフィンスルホン酸塩、高級脂肪酸エステ
ルスルホン酸塩、アルコール硫酸エステル塩、高級脂肪酸アルキロールアミド硫酸エステ
ル塩、ラウロイルモノエタノールアミドコハク酸ナトリウム、Ｎ－パルミトイルアスパラ
ギン酸ジトリエタノールアミン、カゼインナトリウム等のアニオン界面活性剤；アルキル
トリメチルアンモニウム塩、アルキルピリジニウム塩、アルキル第四級アンモニウム塩、
アルキルジメチルベンジルアンモニウム塩、ＰＯＥ－アルキルアミン、アルキルアミン塩
、ポリアミン脂肪酸誘導体、アミルアルコール脂肪酸誘導体、塩化ベンザルコニウム、塩
化ベンゼトニウム等のカチオン界面活性剤；イミダゾリン系両性界面活性剤、ベタイン系
界面活性剤等の両性界面活性剤；ソルビタン脂肪酸エステル類、グリセリンポリグリセリ
ン脂肪酸類、プロピレングリコール脂肪酸エステル類、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリン
アルキルエーテル等の親油性非イオン界面活性剤；ＰＯＥ－ソルビタン脂肪酸エステル類
、ＰＯＥ－ソルビット脂肪酸エステル類、ＰＯＥ－グリセリン脂肪酸エステル類、ＰＯＥ
－脂肪酸エステル類、ＰＯＥ－アルキルエーテル類、ＰＯＥ・ＰＯＰ－アルキルエーテル
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類、アルカノールアミド、ＰＯＥ－プロピレングリコール脂肪酸エステル、ＰＯＥ－脂肪
酸アミド、ショ糖脂肪酸エステル、リン酸トリオレイル等の親水性非イオン界面活性剤な
どが挙げられる。
【００３７】
　前記高分子化合物（若しくは、増粘剤）としては、例えば、アラビアガム、トラガカン
トガム、グアーガム、カラギーナン、ペクチン、デンプン、キサンタンガム、デキストラ
ン、コラーゲン、カゼイン、アルブミン、ゼラチン、カルボキシメチルセルロース、カル
ボキシメチルデンプン、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、セルロース硫
酸ナトリウム、アルギン酸ナトリウム、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、
カルボキシビニルポリマー、ポリエチレングリコール、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリ
エチレンイミン等が挙げられる。
【００３８】
　前記紫外線吸収剤としては、例えば、安息香酸系紫外線吸収剤、アントラニル酸系紫外
線吸収剤、サリチル酸系紫外線吸収剤、桂皮酸系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線
吸収剤等が挙げられる。
【００３９】
　前記低級アルコールとしては、例えば、エタノール、プロパノール、イソプロパノール
、イソブチルアルコール、ｔ－ブチルアルコール等が挙げられる。
【００４０】
　前記多価アルコールとしては、例えば、エチレングリコール、テトラメチレングリコー
ル、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、キシリトール、ソルビトール、マ
ンニトール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール
、ポリプロピレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレングリコール、ト
リグリセリン、テトラグリセリン、ポリグリセリン等、及びこれらのアルキルエーテル類
、若しくはアルキルエーテル脂肪酸エステル類等が挙げられる。
【００４１】
　前記単糖としては、例えば、三炭糖、四炭糖、五炭糖、六炭糖、七炭糖、八炭糖、デオ
キシ糖、アミノ糖、及びこれらの誘導体（例えば、ウロン酸等）などが挙げられる。
【００４２】
　前記オリゴ糖としては、例えば、ショ糖、ラクトース、トレハロース等が挙げられる。
【００４３】
　前記アミノ酸としては、例えば、システイン、ヒドロキシリジン等が挙げられる。
【００４４】
　前記アミノ酸誘導体として、例えば、アシルサルコシンナトリウム、アシルグルタミン
酸塩、グルタチオン等が挙げられる。
【００４５】
　前記有機アミンとしては、例えば、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリ
エタノールアミン、モルホリン、トリイソプロパノールアミン等が挙げられる。
【００４６】
　前記キレート剤としては、例えば、エデト酸二ナトリウム、クエン酸ナトリウム、ポリ
リン酸ナトリウム、メタリン酸ナトリウム、グルコン酸、リン酸、クエン酸、アスコルビ
ン酸、コハク酸、エデト酸、エチレンジアミンヒドロキシエチル三酢酸３ナトリウム等が
挙げられる。
【００４７】
　前記酸化防止助剤としては、例えば、アスコルビン酸、リン酸、クエン酸、マレイン酸
、マロン酸、コハク酸、フマル酸、フィチン酸、エチレンジアミン四酢酸等が挙げられる
。
【００４８】
　前記防腐剤としては、例えば、エチルパラベン、ブチルパラベン等が挙げられる。
【００４９】
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　前記美白剤としては、例えば、胎盤抽出物、ユキノシタ抽出物、アルブチン等が挙げら
れる。
【００５０】
　前記血行促進剤としては、例えば、ニコチン酸、ニコチン酸トコフェロール、ミノキシ
ジル及びその類縁体、ビタミンＥ類、γ－オリザノール等が挙げられる。
【００５１】
　前記各種抽出物としては、例えば、ショウガ、オウバク、オウレン、シコン、ビワ、ニ
ンジン、アロエ、ヘチマ、トウガラシ、チンピ、海藻等の抽出物などが挙げられる。
【００５２】
　前記賦活剤としては、例えば、ローヤルゼリー、ニコチン酸アミド、ビオチン、パント
テン酸、コレステロール誘導体等が挙げられる。
【００５３】
　前記抗脂漏剤としては、例えば、ピリドキシン類、チアントール等が挙げられる。
【００５４】
　本発明の皮膚外用剤は、上記ポリグリセリン誘導体と、必要に応じて他の成分を配合し
て混合することにより調製することができる。
【００５５】
　本発明の皮膚外用剤の剤型は任意であり、例えば、溶液系、可溶化系、乳化系、粉末分
散系、水－油二層系、水－油－粉末三層系、ローション、ジェル、ミスト、スプレー、ム
ース、ロールオン、スティック等が挙げられる。
【実施例】
【００５６】
　以下に実施例をあげて本発明を更に具体的に説明する。なお、本発明はこれによって限
定されるものではない。
【００５７】
　実施例１
　ポリオール（Ｚ－（ＯＨ）n）としてのグリセリン１１．５ｇ（０．１２モル）と、触
媒としての三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体１．７ｇ（０．２５モル）をフラスコに
仕込み、乾燥窒素で置換した後、撹拌し７０℃にて前記触媒を完全に溶解させた。引き続
き、５０℃、０．２～０．５ＭＰａ（ゲージ圧）にて、滴下装置よりブチレンオキシド２
００ｇ（グリセリン１モルに対して２２モル）を１０時間かけて滴下し、５時間撹拌した
。ナトリウムエトキシド２ｇを仕込み、系内を乾燥窒素で置換した後、グリシドール９２
ｇ（グリセリン１モルに対して１０モル）を温度７０℃にて１０時間かけて滴下し６時間
反応させた。その後、反応器より反応生成物を取り出し、リン酸で中和してｐＨ６～７と
し、含有する水分を１００℃で１時間処理することで除去して、化合物１（下記式（１）
で表され、式中のＺ、ＡＯ、Ｒ、ｎ×ａ、ｎ×ｂ、及び［（ＡＯ）a＋（ＧＬ）b］におけ
る（ＧＬ）bの含有割合は下記表１に記載の通りである）を得た。
　下記式（１）
　　　Ｚ－（Ｏ－［（ＡＯ）a－（ＧＬ）b］－Ｒ）n　　　（１）
【００５８】
　実施例２～４
　実施例１に準じて下記表１に記載の化合物２～４を製造した。
【００５９】
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【表１】

【００６０】
　比較例１
　リノール酸由来のダイマージオール（商品名「Sovermol 908」、コグニス・ジャパン（
株）製）２７０ｇ（０．５０モル）と、触媒としての水酸化カリウム６．０ｇをオートク
レーブ中に仕込み、オートクレーブ中の空気を乾燥窒素で置換した後、撹拌しながら１４
０℃にて前記触媒を完全に溶解させた。引き続き、１２０℃、０．２～０．５ＭＰａ（ゲ
ージ圧）にて、滴下装置よりブチレンオキシド６５０ｇを滴下し、３時間撹拌した。続い
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て１２０℃、０．２～０．５ＭＰａ（ゲージ圧）にて滴下装置よりエチレンオキシド９０
５ｇを滴下し、２時間撹拌した。次に、水酸化カリウム１００ｇを仕込み、系内を乾燥窒
素で置換した後、塩化メチル６０ｇを温度８０～１３０℃、０．３ＭＰａ（ゲージ圧）に
て圧入し６時間反応させた。その後、オートクレーブより反応生成物を取り出し、塩酸で
中和してｐＨ６～７とし、含有する水分を１００℃で１時間処理することで除去した。さ
らに処理後生成した塩を除去するためにろ過を行い、下記式（５）で表される化合物５を
得た。
　　　Ｚ’－（Ｏ－［（Ｃ4Ｈ8Ｏ）a'－（Ｃ2Ｈ4Ｏ）b'］－ＣＨ3）n'　　　（５）
　Ｚ’：炭素数３６のリノール酸由来ダイマージオール残基
　ｎ’×ａ’＝１８
　ｎ’×ｂ’＝４１
　（Ｃ4Ｈ8Ｏ）と（Ｃ2Ｈ4Ｏ）の結合：ブロック
　［（Ｃ4Ｈ8Ｏ）a'＋（Ｃ2Ｈ4Ｏ）b'］における（Ｃ2Ｈ4Ｏ）b'の含有割合：５８．２重
量％
【００６１】
　実施例５～８、比較例２～６
　上記実施例及び比較例で得られた化合物１～５を用い、下記表２に記載の処方（単位：
重量％）に従って皮膚外用剤（化粧水）を常法により製造した。得られた皮膚外用剤につ
いて、下記評価（１）～（７）を行なった。結果を下記表２にまとめて示す。
【００６２】
　評価（１）：肌への伸び
　肌上での伸びを、専門パネラー１０名によって評価した。評価基準は以下の通りである
。
◎：パネラー９名以上が、伸びが良好であると認めた。
○：パネラー７名以上９名未満が、伸びが良好であると認めた。
△：パネラー４名以上７名未満が、伸びが良好であると認めた。
×：パネラー４名未満が、伸びが良好であると認めた。
【００６３】
　評価（２）：べたつき感の無さ
　使用中及び使用後の肌のべたつき感の無さを、専門パネラー１０名によって評価した。
評価基準は以下の通りである。
◎：パネラー９名以上が、べたつき感がないと認めた。
○：パネラー７名以上９名未満が、べたつき感がないと認めた。
△：パネラー４名以上７名未満が、べたつき感がないと認めた。
×：パネラー４名未満が、べたつき感がないと認めた。
【００６４】
　評価（３）：みずみずしさ
　使用後の肌のみずみずしさを、専門パネラー１０名によって評価した。評価基準は以下
の通りである。
◎：パネラー９名以上が、みずみずしさがあると認めた。
○：パネラー７名以上９名未満が、みずみずしさがあると認めた。
△：パネラー４名以上７名未満が、みずみずしさがあると認めた。
×：パネラー４名未満が、みずみずしさがあると認めた。
【００６５】
　評価（４）：保湿効果
　使用１２０分後の保湿効果の有無を、専門パネラー１０名によって評価した。評価基準
は以下の通りである。
◎：専門パネラー９名以上が、保湿効果があると認めた。
○：専門パネラー７名以上９名未満が、保湿効果があると認めた。
△：専門パネラー４名以上７名未満が、保湿効果があると認めた。
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×：専門パネラー４名未満が、保湿効果があると認めた。
【００６６】
　評価（５）：肌荒れ改善効果
　顔（部位：頬）に肌荒れをおこしている専門パネラー１０名によって評価した。試験法
は左右の頬に、異なる皮膚外用剤を７日間毎日塗布し、８日目に評価した。評価基準は以
下の通りである。
◎：パネラー９名以上が、肌荒れが改善されていると認めた。
○：パネラー７名以上９名未満が、肌荒れが改善されていると認めた。
△：パネラー４名以上７名未満が、肌荒れが改善されていると認めた。
×：パネラー４名未満が、肌荒れが改善されていると認めた。
【００６７】
　評価（６）：皮膚刺激性
　１０名の専門パネラーの上腕内側部に２４時間の閉塞パッチテストを行ない、皮膚の状
態を目視で観察し、下記基準により採点してパネラー１０名の平均値を算出し、下記基準
により皮膚刺激性を評価した。
＜採点基準＞
０：全く異常が認められない。
１：わずかに赤みが認められる。
２：赤みが認められる。
３：赤みと丘疹が認められる。
＜評価基準＞
◎：平均値：０．１０未満
○：平均値：０．１０以上、０．２０未満
△：平均値：０．２０以上、０．３０未満
×：平均値：０．３０以上
【００６８】
　評価（７）：基剤安定性
　実施例及び比較例で得られた皮膚外用剤を製造直後に透明ガラス瓶に充填し、５０℃で
４週間静置した後、性状を目視で観察して、下記基準により基剤安定性を評価した。
＜評価基準＞
○：無色透明
△：微濁
×：白濁、又は分離
【００６９】
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【表２】

【００７０】
　表２からわかるように、本発明のポリグリセリン誘導体を含有する皮膚外用剤は、上記
（１）～（７）のいずれの評価においても優れているものであった。
　これに対して、本発明のポリグリセリン誘導体を含有しない比較例２～６の皮膚外用剤
は、使用感触、保湿性、肌荒れ改善効果、皮膚刺激性の点で劣っていた。
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